
 

 
  

 

 

 

 

 

市町村における災害復旧事業の 

円滑な実施に係る支援方策のあり方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

市町村における災害復旧事業の円滑な実施のための 

ガイドライン検討会 

 

 

資料４ 



 

  

目 次 1 

 2 

１ はじめに ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 1 3 

 4 

２ 近年の公共土木施設の被害の概況 ･････････････････････････････････････ 2 5 

 6 

３ 大規模災害時の市町村における災害対応の現状について ･････････････････ 3 7 

 8 

４ 課題の整理 ･････････････････････････････････････････････････････････ 5 9 

 10 

５ 災害復旧事業の円滑な実施に係る市町村への支援方策の方向性･････････････ 8 11 



 

1 
 

１ はじめに 1 
 2 

水害については、平成 30 年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令和２年７月豪3 
雨をはじめ、全国各地で毎年のように大規模な水害が発生し、令和元年度の水害被4 
害額は統計開始以来最大の 2 兆 1,800 億円を記録している。 5 

地震についても、平成 28 年熊本地震（最大震度７）、平成 30 年９月北海道胆振6 
東部地震（最大震度７）、令和元年６月山形県沖地震（最大震度６強）、令和３年7 
２月福島県沖地震（最大震度６強）をはじめ、震度５強を超える地震が多く発生し、8 
甚大な人的被害や経済損失をもたらしている。 9 

また、今後は地球温暖化の影響による水害のさらなる激甚化・頻発化や首都直下10 
地震、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されている。 11 

 12 
こうした激甚災害が頻発する中であっても、被災地域の１日も早い復旧・復興に13 

は、市町村における災害復旧事業等の災害対応を迅速に実施していくことが重要で14 
あることから、平成 29 年３月には、防災に関する市町村支援方策に関する有識者15 
懇談会による「防災に関する市町村支援方策のあり方について」の提言がとりまと16 
められ、国土交通省や都道府県等において、提言内容の実現に向けて市町村支援の17 
取り組みが進められてきているところである。 18 

 19 
その後の近年の大規模災害を経験した市町村へのヒアリングでは、限られた職員20 

で、急増する業務を迅速に対応し続けることが求められ、連日深夜遅くまで、また21 
土日問わず勤務する状況があるなど、依然として市町村における災害対応を巡る厳22 
しい実情が確認されている。大規模災害に見舞われた市町村では、他の地方公共団23 
体からの応援職員や様々な機関からの支援なしでは、被災した数多くの公共土木施24 
設の災害復旧事業を円滑に実施していくことは未だ困難な状況にある。 25 

 26 
こうした背景を踏まえ、本検討会では、大規模災害時においても市町村が災害発27 

生から復旧まで迅速かつ円滑に災害対応を行うことができるよう、既存の支援方28 
策・取組、好事例等を分かりやすく示したガイドラインのとりまとめに加え、災害29 
復旧事業の円滑な実施に係る市町村への支援方策について幅広く議論を行い、その30 
あり方をとりまとめたものである。 31 

 32 
33 
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２ 近年の公共土木施設の被害の概況 1 
 2 
直近５年間では、毎年のように激甚災害に指定されるような大規模災害が発生し3 

ており、地方公共団体が実施する災害復旧事業は少ない年でも１万箇所程度ある。 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

図１ 近年の災害復旧事業決定箇所（補助）及び決定額の推移 20 
（国土交通省所管：補助/公園・港湾を除く） 21 

 22 
地域別でみると、繰り返し激甚な災害を経験する地域がある一方、約十年ぶりの23 

激甚な災害を経験する地域もある。 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 38 
図２ 都道府県別 災害復旧事業決定額分布図 39 
（国土交通省所管：補助/公園・港湾を除く） 40 
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３ 大規模災害時の市町村における災害対応の現状について 1 
 2 
近年の緊縮財政や行政改革の中で、地方公共団体の土木関係職員数は、平成 123 

年と比べ、令和２年は４万４千人余り減少している状況である。特に、土木技術職4 
員を市町村別で見ると、約８％の「市」、約 36%の「町」、約 76%の「村」では、5 
土木技術職員数が０人である。また、約 12％の「市」、約 69%の「町」と約 96%の6 
「村」では、土木技術職員が５人未満しかいない状況となっている。 7 
また、一部の市町村では、土木技術職員の高齢化が進んでおり、職員の募集をし8 

ても応募がなく、慢性的に土木技術職員が不足している状況がある。こうした社会9 
情勢の中で、小規模な市町村においては、インフラの維持管理や災害対応に必要な10 
技術力、経験の蓄積・継承が一層困難になることが懸念されている。 11 
 12 
さらに、近年、地震や水害などの大規模な災害が頻発しているが、市町村単位で13 

は災害を経験する機会は少なく、約４割の市町村では、過去 10 年間での災害復旧14 
事業を実施した経験が１回以下となっており、災害対応に対する経験を積む機会は15 
限られている。 16 
 17 
被災施設の１日も早い復旧のため、市町村が災害対応の初期段階から復旧が完了18 

するまでの対応を着実に実施する責務があるが、いざ大規模な災害が発生した際に19 
は、家屋や人的被害、避難者等への対応に人員を取られる中で、技術職員の不足や20 
災害対応経験の不足も相まって、管理施設の被災状況の把握や災害査定の準備に時21 
間を要するなど、早期復旧への課題が生じている事例が見受けられる。 22 
 23 
令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨では、土木技術職員が０～５人の市町村24 

において災害復旧事業の箇所数が 50 箇所を超える場合があるなど、平時と比べて25 
膨大な業務量が発生しており、直ちに十分な土木技術職員数の確保が困難な状況を26 
考慮すると、とりわけ小規模な市町村においては、外部からの相当数の応援なしで27 
は、災害対応業務を円滑かつ迅速に進めていくことは極めて困難な状況である。 28 

  29 
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 15 
 16 

図３ 地方公共団体別の土木技術職員数の現状 17 
出典：総務省「令和２年地方公共団体定員管理調査」より国土交通省作成 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

図４ 過去 10 年間で災害復旧事業を経験した年の回数 37 
 38 
 39 
 40 
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４ 課題の整理 1 
 2 

本検討会において議論の対象とした市町村における災害復旧事業の実施に係る3 
主な課題は、以下の通りである。 4 
 5 

(1) 査定の効率化の取組を実施しても工事発注までに時間を要している実態 6 
 7 

災害復旧事業の国庫負担額を審査する災害査定の申請には、査定設計書を準備8 
することとされており、その必要書類は多岐にわたる。査定設計書は、災害申請9 
箇所毎に作成する必要があるため、被災箇所が多い場合は、資料作成の業務量は10 
膨大なものとなる。 11 

また、被災状況調査や査定設計書の作成は、測量・調査・設計業者へ委託する12 
ことが多い。大規模災害時には、一定の地域内で被災箇所が膨大となるため、国、13 
都道府県、市町村において、又各地方公共団体の土木担当部署と農林担当部署に14 
おいて、それぞれ災害復旧のための業務が急増し、地域の測量・調査・設計業者15 
に依頼が殺到するため、測量・調査・設計業者の確保状況によっては、その後の16 
スケジュールに遅れが発生することになる。 17 

そのため、激甚災害に指定されるような大規模災害時には、早期の査定を実現18 
するため、書面のみによる査定の対象限度額の引上げや設計図書の一部簡素化な19 
ど、査定に係る事務手続を効率化する取組が実施されているところである。 20 

設計図書の一部簡素化は、通常よりも少ない書類で査定を受けられるため、査21 
定準備にかかる業務量は軽減され、査定時期の早期化には確実に寄与している効22 
果は確認されている。 23 

しかし、近年の大規模災害を経験した地域の事例では、設計図書の一部簡素化24 
が適用可能となったものの、申請件数の４割程度はその簡素化を活用せずに、通25 
常の申請書類を準備してから査定を受けていた状況が確認され、結果として、発26 
災後２ヶ月以内の実施を原則としている査定が発災から７ヶ月後までかかって27 
いる状況にあった。 28 

近年の大規模災害を経験した地方公共団体へのヒアリングによると、設計図書29 
の一部簡素化を活用した場合においても、以下に掲げる事情等により査定時にお30 
いて事業費等について一定の精度を確保しようとする意志が働くため、査定準備31 
にかかる業務量が大きくは減少せず、工事着手までの業務量は却って増大してい32 
るという意見が見受けられた。 33 

  34 
 事業費に大きな変更が生じる場合には、査定後の詳細設計協議に係る手間35 
が大きく、これを回避するために、査定までにできるだけ詳細に測量、調36 
査、設計を実施することが必要。 37 

 査定時に計上していない工種（例：工事用道路等の仮設工）は、詳細設計38 
協議の対象外として追加できないため、いわゆる査定時の工種申請漏れ（39 
地方公共団体の単独費による復旧）を回避するために、査定までにできる40 
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だけ詳細に測量、調査、設計を実施することが必要。 1 
 2 

以上を踏まえると、大規模災害時において、膨大な数の被災施設を早期に復旧3 
していくためには、これまでの査定までの業務を視野に入れた効率化だけでな4 
く、詳細設計協議を含め工事着手までの業務の効率化等を図ることが必要であ5 
る。 6 
 7 

(2) 重要度・緊急度を踏まえていない復旧工事順位の実態 8 
 9 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の第１条に、「この法律は、公共土木10 
施設の災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負11 
担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保することを目12 
的とする。」と法の目的に早期復旧が掲げられていることからも、被災地の一日13 
も早い復旧のため、災害復旧事業の早期完成が重要である。また、相当数で発生14 
する被災箇所を、どのような順位で復旧するかは重要事項であるため、査定の際、15 
災害復旧事業費の決定に併せて、当該復旧工事の重要度・緊急度を表す緊急順位16 
が決定されているところである。 17 

ところが、近年の大規模災害時の事例では、被災箇所が膨大であったことから、18 
地方公共団体の職員や委託を受けた測量・調査・設計業者のマンパワーに応じて、19 
準備が整ったところから順次査定を実施している状況であった。このため、査定20 
後の復旧工事の発注についても、緊急順位に関わらず準備が整ったところから順21 
次発注している状況となっていた。 22 

なお、重要度や緊急度の高い箇所では、例えば、道路上のがれきや土砂の撤去23 
などの道路啓開や堤防決壊箇所の大型どのう積みなど、査定前に応急的な仮工事24 
を実施する場合が多い。しかし、これらの工事は緊急性に鑑み、必要最低限の安25 
全度で施工しているため、応急的な仮工事を実施した箇所においても、本復旧を26 
早期に行うことが重要である。 27 
 28 

(3) 既存支援制度の認知不足等による被害の全容把握の遅れ 29 
 30 

早期の復旧・復興を果たすには、一刻も早く被害の全容を把握することが極め31 
て重要であるが、大規模災害時における地方公共団体の職員は、人的被害等の情32 
報収集、ライフラインの確保などの応急対応、住民からの問い合せ対応など急増33 
する業務に忙殺され、技術者や経験不足も相まって、被害の全容把握が大きく遅34 
れるケースも発生している。 35 

このような事態を防ぐため、国土交通省をはじめ多くの機関において、被災状36 
況の把握や改良復旧を含めた被災箇所の復旧方針・工法の助言など、被災した地37 
方公共団体を支援する制度が用意されているが、こうしたケースでは、支援制度38 
に関する認識が不足していたり、小規模災害と同様に自力で対応可能と判断した39 
り、応援を受け入れた経験がないことから要請を見送ったりするなど、外部から40 
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の支援を受け入れる判断ができない、または、円滑に活用できなかった場合が散1 
見されている。 2 

このような場合、膨大な業務を少ない職員数で分担することとなり、公共土木3 
施設の被災の全容把握が遅れ、その結果、査定などその後の対応に多くの時間を4 
要することにつながることになってしまうため、各地方公共団体は、様々な支援5 
制度について日頃より理解を深め、受け入れる場合の必要な対応等についても具6 
体的に検討しておくことが重要である。 7 

 8 
(4) 民間事業者等による地方公共団体が行う災害復旧を支援する取組状況 9 

 10 
市町村における災害復旧事業の実施に必要な技術力を持つ職員の減少に伴い、11 

民間の技術者や組織の更なる活用が求められている。災害復旧事業の分野では、12 
東日本大震災における国土交通省管理施設の復旧事業において PM（Project 13 
Management）/CM(Construction Management)方式などの発注者の体制を補完する14 
方式も活用されているが、市町村ではまだ一部の取組に限られている。 15 

こうした背景から、平成 29 年３月の「防災に関する市町村支援方策のあり方16 
について」において、「大規模な災害時に、一連の災害対応（被災状況調査、測17 
量・設計、査定設計書作成、災害査定、復旧工事入札契約、災害復旧工事監理、18 
完成検査、成功認定）を地方公共団体が迅速かつ的確に実施するため、TEC-FORCE19 
による公共土木施設の被災状況調査報告を受け、災害復旧の実施方針の決定や災20 
害査定申請書の作成、災害復旧工事の発注、監督・管理など、パッケージで民間21 
事業者等が地方公共団体を支援する仕組みを整備していくべき」との提言があっ22 
たところ。 23 

しかし、上記提言後においても民間事業者等が地方公共団体を支援する取組は24 
一部にとどまっており、その広がりは未だ十分ではない。 25 

 26 
上記(1)～(4)の課題に対して、 27 

 査定の更なる効率化・簡素化や優先度を踏まえた災害復旧を実施していく28 
ための災害復旧制度の改善 29 

 平時からの取組強化、既存の支援制度の徹底活用及び民間事業者等のノウ30 
ハウの活用を促すための市町村向けのガイドラインの作成 31 

の方向性で検討を行った。 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
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５ 災害復旧事業の円滑な実施に係る市町村への支援方策の方向性 1 
 2 

大規模災害時には、市町村の対応能力を大きく超える業務量が発生し、様々な支3 
援制度が十分に活用されていない場合も散見されており、被災状況調査やその後の4 
査定の遅れなど、円滑な災害復旧事業の実施に支障している事例が見られる。とり5 
わけ小規模な市町村では、相当数の応援職員なしでは、大規模災害時における災害6 
復旧業務を円滑に進めていくことは極めて困難な状況である。 7 
市町村が管理する施設の復旧は市町村の責務として実施する必要があるが、地域8 

によって災害対応経験にばらつきがある中で、直ちに各市町村において十分な知見9 
等を備えた技術職員を確保するなどして、激甚化・頻発化する水害や切迫する巨大10 
地震に備えていくことは現実的に厳しい状況となっている。 11 
また、管下の市町村を支える都道府県においても、大規模災害時には、自ら管理12 

する施設の多くも被災している状況が想定され、複数市町村から応援要請があった13 
としても、派遣できる技術職員の数にも限界がある。そのような場合に備え、市町14 
村は、TEC-FORCE の要請や災害復旧実務に精通した専門人材や組織の活用など、15 
様々な既存の支援制度について平時より理解を深めておくことが重要である。 16 
以上を踏まえ、国土交通省においては、「防災に関する市町村支援方策のあり方17 

について（平成 29 年３月）」の提言内容に加え、更なる市町村支援の取組として、18 
以下の事項に取り組むべきである。 19 
 20 
(1) 大規模災害における更なる査定の効率化・簡素化の検討      21 
  22 
そもそも査定の効率化（設計図書の一部簡素化）を採用した場合においては、23 

詳細設計協議時において必要な精度が確保されていれば十分なはずである。 24 
しかしながら、現状では、査定時においても一定の精度を要求するような運用25 

がなされており、このことが地方公共団体の大きな負担となり、ひいては工事着26 
手を遅らせる原因となっている。 27 

このため、「詳細設計協議時において必要な精度を確保する」という考えの下、 28 
 簡素化した場合の査定については、査定時に決定しておくべき必要最低29 
限の事項のみを決定することとし、 30 

 その他の事項については詳細設計協議で決定する 31 
という方向で、査定及び詳細設計協議の運用を見直すことが望まれる。 32 

また、査定に限らず災害復旧事業の様々な場面において迅速化・効率化が図ら33 
れるよう、UAV、レーザースキャナ、３D-CAD 等の活用に加え、Web 会議システム34 
やウェアラブルカメラ等のデジタル技術の活用を進めていくべきである。 35 

 36 
(2) 復旧の優先順位を踏まえた災害査定の実施 37 
 38 

被災した施設の被害状況や重要度等を踏まえ、緊急性が高い箇所から工事着手39 
が図られるよう、市町村が査定準備の段階から優先順位を考慮し、できるだけ緊40 
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急度の高いものを優先して査定申請がなされるよう指導していくべきである。併1 
せて、査定を待たずに必要な工事を実施する「査定前着工」の取組についても引2 
き続き周知していくべきである。 3 

こうした取組については、平常時から地方公共団体への周知に努めるととも4 
に、発災時においても TEC-FORCE による被災状況調査や災害査定官による緊急調5 
査の際に助言していくべきである。 6 

また、大規模災害における更なる査定の効率化・簡素化の検討においては、査7 
定時の緊急順位が A 又は B の箇所に限って、詳細設計協議の期限を設けるなど、8 
緊急性が高い箇所が早期に工事着手されるような仕組みとすることも有効であ9 
る。 10 

 11 
(3) ガイドラインを活用した平時からの取組強化や災害対応力の底上げ 12 

 13 
災害復旧事業の実務を担う体制や経験・ノウハウが不足する市町村に対し、災14 

害協定の締結や訓練といった平時からの取組を促しつつ、非常時に手にとってす15 
ぐに理解できるよう、既存の支援制度・取組や好事例、留意点等を分かりやすく16 
ガイドラインとしてとりまとめ、周知していくべきである。 17 

ガイドラインの作成後には、地方公共団体の職員が参加する会議や出前講座に18 
おいて積極的に周知を図るとともに、研修や講習会等においては、地域で大規模19 
災害が発生したケースを想定し、要請基準やタイミング、活用する支援メニュー、20 
受け入れ後の体制整備などを具体的に考える機会を設けたり、各種支援制度の問21 
い合わせ先や担当者、費用負担、活用条件等を確認してもらうなど、自分事とし22 
て考えてもらうようガイドラインを活用していくべきである。 23 

また、実際の災害対応での活用状況を踏まえ、市町村からフィードバックを求24 
めるなど、ガイドラインの内容の充実に継続的に取り組むべきである。 25 

 26 
 (4) 民間事業者等による地方公共団体が行う災害復旧を支援する仕組みの検討 27 

 28 
地方公共団体が行う一連の災害対応を民間事業者等が支援する取組について29 

は、発注者の体制を補完する CM 方式の導入、地域の建設技術センター等による30 
発注者支援業務、査定の資料作りを支援する専門人材の派遣などを行う新たな組31 
織の設立など、現状の仕組みの中で対応出来る部分もあるが、その活用が限定的32 
になっている理由を分析して、その対応を検討していく必要がある。 33 
 34 
上記の更なる市町村支援の取組については、今後の災害に備えるべく、関係機関35 

と調整を図り、調整が整ったものから順次着手あるいは試行を行いながら、速やか36 
に取組を進めていくべきである。 37 
 38 
 39 
 40 
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